
 

 

令和４年１１月 

 

「代金取立手数料」及び「小切手・手形帳発行手数料」の 

改定について 

羽後信用金庫（理事長 池田 秀）は、令和５年１月４日（水）より、「代金取立手数料」及び「小切

手・手形帳発行手数料」について下記のとおり改定させていただきますので、お知らせいたします。 

お客さまには、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

１．改定内容 

（１）代金取立手数料 

区 分 改定前 

同一手形交換所地域及び同一店内 220円 

同一手形交換所以外 

当金庫本支店宛 440円 

他金融機関宛 
普通扱 660円 

至急扱 880円 

取立手形組戻料 1,100円 

取立手形店頭呈示料 

（660円を超える実費を要する場合、その実費） 
660円 

不渡手形返却料 1,100円 

 

 

区 分 改定後 

小切手（＊１） 
当金庫本支店宛 

無料 
他金融機関宛 

手形 
当金庫本支店宛 

440円 
他金融機関宛 

個別取立（＊２） 1,100円 

取立手形組戻料 1,100円 

取立手形店頭呈示料 1,100円 

不渡手形返却料 1,100円 

（＊１）先日付小切手は手形の代金取立手数料をいただきます。 

（＊２）電子交換所不参加金融機関宛の取立や電子交換所に交換呈示できない証券類の取立等、郵送 

対応が必要となるもの。 

（２）小切手・手形帳発行手数料 

種 類 改定前  改定後 

小切手帳（50枚綴） 1,650円 

4,400円 約束手形帳（50枚綴） 
2,200円 

為替手形帳（50枚綴） 

以上 


